
三田市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

第 1条～第 15 条 省略 第 1条～第 15 条 省略 

付 則 付 則 

 (施行期日) 

この条例は、公布の日から起算して 3 月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

1 この条例は、公布の日から起算して 3 月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

 (経過措置) 

 2 当分の間、別表第 1に規定する有料駐車場のうち、横山駅前駐車場、フラワー

タウン駅前駐車場及び南ウッディタウン駅前駐車場において第 4 条第 1 項の

規定により駐車場の使用の許可を受けた者が納付すべき使用料は、第 5 条第 1

項第 1号の規定にかかわらず、これを適用しない。 

別表第 1(第 2条関係) 別表第 1(第 2条関係) 

有料駐車場 有料駐車場 

名称 位置 摘要 

三田駅前駐車場 三田市駅前町、三田市高次一

丁目 

屋外、屋内 

横山駅前駐車場 三田市南が丘二丁目 屋外 

フラワータウン駅前駐車場 三田市武庫が丘七丁目 屋内 

新三田駅前駐車場 三田市福島 屋外、屋内 

ウッディタウン中央駅前駐

車場 

三田市ゆりのき台一丁目 屋外 

南ウッディタウン駅前駐車

場 

三田市あかしあ台五丁目、三

田市すずかけ台二丁目 

屋外 

相野駅前駐車場 三田市上相野、三田市下相野 屋外 

広野駅前駐車場 三田市広野 屋外 

藍本駅前駐車場 三田市藍本 屋外 

 

名称 位置 摘要 

三田駅前駐車場 三田市駅前町、三田市高次一

丁目 

屋外、屋内 

横山駅前駐車場 三田市南が丘二丁目 屋外 

フラワータウン駅前駐車場 三田市弥生が丘一丁目 屋外 

新三田駅前駐車場 三田市福島 屋外、屋内 

ウッディタウン中央駅前駐

車場 

三田市ゆりのき台一丁目 屋外 

南ウッディタウン駅前駐車

場 

三田市あかしあ台五丁目、三

田市すずかけ台二丁目 

屋外 

相野駅前駐車場 三田市上相野、三田市下相野 屋外 

広野駅前駐車場 三田市広野 屋外 

藍本駅前駐車場 三田市藍本 屋外 

 

以下省略 以下省略 

 


